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石川県告示第246号

障害者の雇用の促進等に関する法律 (昭和35年法律第123号) 第33条の規定により､ 同法第34条に規定する業務を

行う者を次のとおり指定した｡

平成23年５月27日

石川県知事 谷 本 正 憲

１ 指定を受けた者 (以下 ｢障害者就業・生活支援センター｣ という｡) の名称

社会福祉法人徳充会

２ 障害者就業・生活支援センターの住所

七尾市御祓町子部15番地９

３ 障害者就業・生活支援センターの事務所の所在地

七尾市青山町ろ部22番

４ 指定年月日

平成23年３月24日

石川県告示第247号

漁業災害補償法 (昭和39年法律第158号) 第108条第５項において準用する同法第105条の２第３項の規定による届

出を審査した結果､ 次の加入区について同法第108条第２項の規定による同意があったものと認める｡

平成23年５月27日

石川県知事 谷 本 正 憲

１ 輪島加入区� 発起人の住所及び氏名

輪島市鳳至町上町156番地28 橋本 吉春

輪島市鳳至町鳳至丁151－８番地 小岩 金市� 区域

石川県漁業協同組合の地区のうち旧輪島市漁業協同組合の地区� 区分
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告 示

平成 23 年 ５ 月 27 日

第 １２３９３ 号 (金曜日)

毎 週 ２ 回 火 曜 金 曜 発 行

告 示
○障害者就業・生活支援センターの指定 (労働企画課) 1
○漁業災害補償法第108条第２項の規定による同意の認
定 (水 産 課) 1

公 告
○特定非営利活動法人の設立認証申請公告 (県民交流課) 3
○予防接種を行う医師の承諾撤回公告 (健康推進課) 3
○大規模小売店舗の変更の届出の公告 (経営支援課) 3
○大規模小売店舗立地法による意見の概要の公告

( 同 ) 4
○土地改良区の役員就任公告 (経営対策課) 5

○土地改良区の定款変更認可公告 ( 同 ) 5
○新規土地改良事業の施行認可公告 ( 同 ) 5
○土地区画整理事業の終了認可公告 (都市計画課) 5

教育委員会
○学校教育法施行細則の一部を改正する規則 6

公安委員会
○石川県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 6
○犯罪被害者等早期援助団体の代表者変更の届出 7
○警備員検定の実施公告 7



海士町､ 鳳至町地区の者が､ 総トン数５トン以上10トン未満の漁船により､ こぎ刺網､ 又はこぎ刺網及び刺網

等を使用して営む漁業� 漁業災害補償法施行規則 (昭和39年農林省令第35号) 第48条の２において準用する同令第46条第１項の規定に

よる通知年月日

平成23年５月７日

２ 輪島加入区� 発起人の住所及び氏名

輪島市鳳至町鳳至丁147番地２ 岩� 治

輪島市鳳至町鳳至丁143番地 遠島 至� 区域

石川県漁業協同組合の地区のうち旧輪島市漁業協同組合の地区� 区分

海士町､ 鳳至町地区の者が､ 総トン数５トン未満の漁船により､ こぎ刺網､ 又はこぎ刺網及び刺網等を使用し

て営む漁業� 漁業災害補償法施行規則 (昭和39年農林省令第35号) 第48条の２において準用する同令第46条第１項の規定に

よる通知年月日

平成23年５月７日

３ 輪島加入区� 発起人の住所及び氏名

輪島市輪島崎町１部52 沖崎 秀雄

輪島市輪島崎町１部78ノ49 上根 修身� 区域

石川県漁業協同組合の地区のうち旧輪島市漁業協同組合の地区� 区分

輪島崎町地区の者が､ 総トン数10トン未満の漁船により､ こぎ刺網､ 又はこぎ刺網及び刺網等を使用して営む

漁業� 漁業災害補償法施行規則 (昭和39年農林省令第35号) 第48条の２において準用する同令第46条第１項の規定に

よる通知年月日

平成23年５月７日

４ 輪島加入区� 発起人の住所及び氏名

輪島市稲舟町大石11番地 西見 義介

輪島市山本町高堂川原105番地 船本 久吉� 区域

石川県漁業協同組合の地区のうち旧輪島市漁業協同組合の地区� 区分

輪島市のうち､ 海士町､ 鳳至町､ 輪島崎町を除く地区の者が､ 総トン数10トン未満の漁船により､ こぎ刺網､

又はこぎ刺網及び刺網等を使用して営む漁業� 漁業災害補償法施行規則 (昭和39年農林省令第35号) 第48条の２において準用する同令第46条第１項の規定に

よる通知年月日

平成23年５月７日

５ 能都町第１加入区� 発起人の住所及び氏名

鳳珠郡能登町字宇出津ク字201番地２ 志幸 松栄
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鳳珠郡能登町字真脇42字126番地 河元 正雄� 区域

石川県漁業協同組合の地区のうち旧能都町漁業協同組合の地区 (矢波､ 小浦及び羽根の区域を除く｡)� 区分

総トン数５トン未満の漁船を使用して主としていか釣りを営む漁業� 漁業災害補償法施行規則 (昭和39年農林省令第35号) 第48条の２において準用する同令第46条第１項の規定に

よる通知年月日

平成23年５月７日

特定非営利活動法人の設立認証申請公告

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定により､ 特定非営利活動法人の設立の認証の申

請があった｡

平成23年５月27日

石川県知事 谷 本 正 憲

１ 申請のあった年月日

平成23年５月６日

２ 特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 加賀市観光ボランティア大学

３ 代表者の氏名

竹本 利夫

４ 主たる事務所の所在地

加賀市三木町ニの126番地の１

５ 定款に記載された目的

この法人は､ 加賀市及び周辺市町に住む人たちや観光で訪れる人たちに対して､ 加賀市の魅力を伝え広める､ ふ

るさと案内人の人材育成に関する事業を行い､ 観光交流の発展､ 及び ｢観てよし・来てよし・住んでよし｣ のまち

づくりの創造・推進に寄与することを目的とする｡

予防接種を行う医師の承諾撤回公告

市町長が予防接種法 (昭和23年法律第68号) 第３条第１項の規定により行う一類疾病の予防接種について､ 予防接

種法施行令 (昭和23年政令第197号) 第４条第１項本文の承諾を撤回した医師の氏名及び予防接種を行う場所は､ 次

のとおりである｡

平成23年５月27日

石川県知事 谷 本 正 憲

大規模小売店舗の変更の届出の公告

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号｡ 以下 ｢法｣ という｡) 第６条第１項の規定により､ 次のとおり大規

模小売店舗の変更の届出があった｡

なお､ 法第８条第２項の規定に基づき､ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のた

め配慮すべき事項について意見を有する者は､ この公告の日から４月以内に､ 県に対し､ 意見書の提出により意見を

述べることができる｡

平成23年５月27日

石川県知事 谷 本 正 憲
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公 告

医師の氏名 予 防 接 種 を 行 う 主 た る 場 所 承諾撤回年月日

斉 藤 竜 平 宝達志水町荻市ほ１番地１ 国民健康保険 志雄病院 平成23年３月31日

森 三 佳 宝達志水町門前サ11番地 押水クリニック 〃



１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

アクロスプラザ野々市

石川県石川郡野々市町中南部土地区画整理事業施行地区内20, 21, 22, 24, 77, 79, 80街区内

２ 変更した事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前) アルビス株式会社

代表取締役社長 大森 実

富山県射水郡大門町流通センター水戸田３－４

他９者

(変更後) アルビス株式会社

代表取締役社長 大森 実

富山県射水郡大門町流通センター水戸田３－４

他９者

３ 変更の年月日

平成23年５月12日

４ 変更する理由

小売業を行う者を変更したため

５ 届出年月日

平成23年５月16日

６ 届出等の縦覧場所

石川県商工労働部経営支援課､ 石川県行政情報サービスセンター及び野々市町産業建設部産業振興課

７ 届出等の縦覧期間

平成23年５月27日から同年９月27日まで

８ 意見書の提出期限及び提出先並びに問い合わせ先

平成23年５月27日

金沢市鞍月１丁目１番地

石川県商工労働部経営支援課

大規模小売店舗立地法による意見の概要の公告

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第８条第１項及び第２項の規定による大規模小売店舗に関する意見

の概要は､ 次のとおりである｡

平成23年５月27日

石川県知事 谷 本 正 憲

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

コンフォモール内灘

内灘町千鳥台４丁目１番地､ 千鳥台５丁目１番地

２ 届出の内容及び届出の公告の日

内 容 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名､ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称

及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名の変更

公告日 平成23年１月11日

３ 市町村の意見の概要

市町村名 内灘町

意見の概要 意見なし

４ 居住者等の意見の概要

居住者等の意見なし

５ 意見の縦覧場所

石川県商工労働部経営支援課及び石川県行政情報サービスセンター

６ 意見の縦覧期間

平成 23 年５月 27 日 (金曜日) 第１２３９３号石 川 県 公 報4



平成23年５月27日から同年６月27日まで

土地改良区の役員就任公告

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第18条第16項の規定により､ 次のとおり土地改良区の役員が就任した旨の届

出があった｡

平成23年５月27日

石川県知事 谷 本 正 憲

大場土地改良区

土地改良区の定款変更認可公告

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第30条第２項の規定により､ 次のとおり土地改良区の定款の変更を認可した｡

平成23年５月27日

石川県知事 谷 本 正 憲

新規土地改良事業の施行認可公告

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第48条第９項において準用する同法第10条第１項の規定により､ 次のとおり

新規土地改良事業の施行を認可した｡

平成23年５月27日

石川県知事 谷 本 正 憲

土地区画整理事業の終了認可公告

土地区画整理法 (昭和29年法律第119号) 第13条第１項の規定により､ 土地区画整理事業の終了を次のとおり認可

した｡

平成23年５月27日

石川県知事 谷 本 正 憲

１ 土地区画整理事業の名称

能美市新工業団地土地区画整理事業

２ 施行者の住所及び名称

石川県能美市寺井町た35番地

能美市土地開発公社

３ 事業施行期間

平成20年度から平成23年度まで

４ 施行地区に含まれる地域の名称

能美市粟生町乙､ 丙､ 西の各一部

能美市西任田町ヘの一部

能美市赤井町は､ ル､ ワ､ カの各一部

平成 23 年５月 27 日 (金曜日) 第１２３９３号石 川 県 公 報 5

職 名 氏 名 住 所 就任年月日

理 事 � 柴 � 美 金沢市大場町東177番地 平成23年３月６日

土 地 改 良 区 の 名 称 認 可 年 月 日

七 尾 土 地 改 良 区 平 成 23 年 ５ 月 23 日

事業を行う者の名称 地 区 名 事 業 名 認可年月日

輪島市土地改良区 下 山 地 区 団体営基盤整備促進事業 (区画整理) 平成23年５月17日

〃 〃 〃 (農道整備) 〃



能美市東任田町北の一部

(地区内に介在する道路及び水路敷を含む｡)

５ 施行認可の年月日

平成20年12月11日

４ 終了認可の年月日

平成23年５月18日
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教 育 委 員 会

学 校 教 育 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 三 年 五 月 二 十 七 日

石 川 県 教 育 委 員 会

石 川 県 教 育 委 員 会 規 則 第 六 号

学 校 教 育 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

学 校 教 育 法 施 行 細 則 ( 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 五 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 中 ｢ 法 に よ つ て 学 校 設 置 の 義 務 を 負 う 者 が ｣ を ｢ 市 町 が 、 幼 稚 園 ｣ に 改 め る 。

附 則

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 平 成 二 十 三 年 五 月 二 日 か ら 適 用 す る 。

２ こ の 規 則 の 施 行 前 に 第 三 条 の 規 定 に よ り さ れ て い る 市 町 の 設 置 す る 幼 稚 園 に 係 る 認 可 の 申 請 は 、 改 正 後 の 第 四 条

の 規 定 に よ り さ れ た 届 出 と み な す 。

公 安 委 員 会

石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 三 年 五 月 二 十 七 日

石 川 県 公 安 委 員 会

石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号

石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 ( 昭 和 三 十 五 年 石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 一 の 二 中

｢

｣

を

２ こ の 標 章 は 、 被 交 付 者 が 表 面 記 載 の 車 両 を 現 に 使 用 中 の 場 合 以 外 は 使 用 し な い

こ と 。

｢

｣

に ､

２ こ の 標 章 は 、 被 交 付 者 等 が 表 面 記 載 の 車 両 を 現 に 使 用 中 の 場 合 以 外 は 使 用 し な

い こ と 。

｢

｣

を

４ こ の 標 章 を 提 出 し て 駐 車 禁 止 規 制 場 所 に 駐 車 す る 場 合 は 、 連 絡 先 ( 用 務 先 ) を

読 み や す く 記 載 し た 紙 と と も に 車 両 の 前 面 の 見 や す い 箇 所 に 提 出 す る こ と 。

｢

｣

に 改 め る

｡４ こ の 標 章 を 掲 出 し て 駐 車 禁 止 規 制 場 所 に 駐 車 す る 場 合 は 、 連 絡 先 ( 用 務 先 ) を

読 み や す く 記 載 し た 紙 と と も に 車 両 の 前 面 の 見 や す い 箇 所 に 掲 出 す る こ と 。

別 記 様 式 第 一 の 五 中

｢

｣

を

３ こ の 標 章 を 使 用 す る 場 合 は 、 連 絡 先 ( 用 務 先 ) を 読 み や す く 記 載 し た 紙 と と も

に 車 両 の 前 面 の 見 や す い 箇 所 に 提 出 す る こ と 。

｢

｣

に 改 め る

｡３ こ の 標 章 を 使 用 す る 場 合 は 、 連 絡 先 ( 用 務 先 ) を 読 み や す く 記 載 し た 紙 と と も

に 車 両 の 前 面 の 見 や す い 箇 所 に 掲 出 す る こ と 。

附 則



石川県公安委員会告示第58号

犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 (平成14年国家公安委員会規則第１号) 第３条第１項の規定により､ 犯罪

被害者等早期援助団体から､ 次のとおり代表者を変更した旨の届出があった｡

平成23年５月27日

石 川 県 公 安 委 員 会

警備員検定の実施公告

警備業法 (昭和47年法律第117号｡ 以下 ｢法｣ という｡) 第23条第１項の規定に基づき検定を実施するので､ 警備員

等の検定等に関する規則 (平成17年国家公安委員会規則第20号｡ 以下 ｢検定規則｣ という｡) 第７条の規定により次

のとおり公示します｡

平成23年５月27日

石 川 県 公 安 委 員 会

１ 検定を実施する警備業務の種別及び級並びに受検定員

交通誘導警備業務 １級 定員 30人

２ 検定実施日時

平成23年８月28日 (日) 午前10時から午後６時まで

３ 検定実施場所

石川県金沢市鞍月１丁目１番地

石川県警察本部

４ 検定受験資格

石川県内に住所地がある者又は石川県内の営業所に所属する警備員で､ 次のいずれかに該当するもの� 検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合格証明書の交付を受けている者であって､

当該合格証明書の交付を受けた後､ 当該種別の警備業務に従事した期間が１年以上であるもの� 石川県公安委員会が､ �に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
５ 検定申請の手続� 受付期間

平成23年８月８日 (月) から８月12日 (金) までの午前９時から午後５時まで� 検定申請書の提出先

ア 住所地を管轄する警察署

イ 検定申請者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する警察署� 提出書類

ア 検定申請書 １通

イ ４の検定受験資格があることを証する書面

ウ 写真 (申請前６月以内に撮影した無帽､ 正面､ 上三分身､ 無背景の縦の長さ3.0センチメートル横の長さ2.4

センチメートルの写真で､ その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの) ２葉

エ 住所地を管轄する警察署に提出する者にあっては､ 申請者の住所地を疎明する書面

オ 検定申請者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する警察署に提出する者にあっ

ては､ 申請者が当該営業所に属することを疎明する書面

６ 検定手数料

検定手数料14,000円を石川県証紙により納入すること｡ なお､ 既納の検定手数料は還付しない｡

７ 受検票の交付

検定申請書を提出したものに対しては､ 後日提出先の警察署において受検票を交付する｡

平成 23 年５月 27 日 (金曜日) 第１２３９３号石 川 県 公 報 7

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

名 称 代 表 者 氏 名 変更年月日

一般社団法人 石川被害者サポートセンター
新 理事長 中島 秀雄

平成23年５月15日
旧 理事長 �間 俊夫



８ 成績証明書

検定終了後､ 検定合格者に成績証明書を交付する｡

９ 問い合わせ先

石川県警察本部生活安全部生活安全企画課許認可指導係

電話 (076) 225－0110 (内線3023)

平成 23 年５月 27 日 (金曜日) 第１２３９３号石 川 県 公 報8

(１箇月2,350円送料とも) 発行人 〒920－8580 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 石 川 県

印刷所 〒921－8002 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 ㈱ 共 栄 TEL(076)292－2236
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